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    記事番号： 1-705

  

  
    公開日 2022年02月04日

  



      
      
  自殺対策計画策定の趣旨

生涯を通じて心身ともに健康な生活を送ることは、誰しもの願いです。
しかし、我が国の自殺者は、近年、減少傾向にあるものの、依然、毎年2万人を超えており、深刻な状況が続いています。本市においても、年間平均9人の方が自殺で命を絶っており、自殺死亡率は、全国や愛媛県と比べ高いのが現状です。
この現状を重く受け止め、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、自殺対策を総合的に推進するために、「八幡浜市自殺対策計画」を策定しました。
自殺は未然に防ぐことができる社会的な問題であるということを、市民の皆様方と共に認識、共有し、本市の強みでもある、思いやりやおもてなしの心でつながる地域の絆を活かし、市民の皆様とともに、生きることの包括的支援として各施策に取り組んでまいります。

 

計画の位置づけ

本計画は、平成28年に改正された自殺対策基本法に基づき、国の定める自殺総合対策大綱の趣旨を踏まえて、「市町村自殺対策計画」として策定するものです。

 

計画期間

令和2年度から令和6年度までの5年間

 

５つの基本施策

	地域におけるネットワークの強化
	自殺対策を支える人材育成
	市民への啓発と周知
	生きることの促進要因への支援
	児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育


 

重点施策

	高齢者対策
	生活困窮者対策


 

八幡浜市自殺対策計画

八幡浜市自殺対策計画【概要版】
八幡浜市自殺対策計画【計画書】



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
市民福祉部　保健センター
郵便番号：796-0010
住所：愛媛県八幡浜市松柏乙1101
TEL：0894-24-6626
FAX：0894-24-6652
E-Mail：hoken-center@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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